
定時株主総会
招 集 ご 通 知

証券コード：4826

第 47 回

決議事項
第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役９名選任の件

場　所

議決権行使期限（書面またはインターネット）
2022年９月14日（水曜日）午後５時40分

横濱ゲートタワー17階　当社セミナールーム
神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号
前年度とは会場が異なりますので末尾に記載
の「株主総会会場ご案内図」を参照のうえ、
お間違えのないようご注意ください。

日　時

2022年９月15日（木曜日）

午前10時（受付開始　午前９時）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応
については、次頁に記載しております。

株主総会ライブ配信のご案内
株主総会の模様をインターネットによるライブ
配信でご覧いただけます。
https://v.sokai.jp/4826/2022/cij/
詳細は７頁をご覧ください。

LIVE



1

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、この度、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆
様に心よりお見舞い申し上げます。
2022年９月15日（木曜日）に第47回定時株主総会を開催いたします。
ここに招集のご通知を申し上げます。
第47期の事業報告及び第47回の定時株主総会の議案を掲載しておりま
すので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長

当社第47回定時株主総会における
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

　当社第47回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対策について、以
下のとおりご案内申し上げます。
　株主の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

株主総会当日までの感染拡大の状況や、政府等の発表内容等により、株主総会の開催・運営について�
大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（https://www.cij.co.jp）にてお知らせいたします。

・�感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、当日のご来場を見合わせ、書面（郵送）または
インターネットにより事前に議決権を行使いただくことをご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使のお願い1

・ご来場の際は、マスクの持参・着用及び入口での消毒液のご使用をお願い申し上げます。
・�受付の前に、会場入口付近で検温をさせていただきます。発熱があると認められる方には、ご入場を
お控えいただく場合がございますので、ご了承ください。
・会場内の座席は、間隔を十分に確保しておりますため、座席数が例年より減少しております。
　このため、満席となった場合には、やむを得ずご入場いただけない可能性がございます。
・�当社の役員及び運営スタッフは、検温等の体調の確認を行った上で、マスクや手袋を着用してご対応
させていただきます。

当日、ご来場される株主様へのお願い2
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招集ご通知

証券コード　4826
2022年８月29日

株主の皆様へ
神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号

代表取締役社長 坂 元 昭 彦

第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま
す。
　なお、議決権は以下のいずれかの方法により行使することができますので、お手数ながら
後記の株主総会参考書類をご検討いただき、４頁の「議決権行使のご案内」に従いまして、
2022年９月14日（水曜日）午後５時40分までに議決権を行使いただきますようお願い申
し上げます。

【書面（郵送）による議決権の行使】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到
着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット）による議決権の行使】
　後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（６頁）をご参照いただき、上記の
行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具

2
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招集ご通知

■１  日　　時 2022年９月15日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

■２  場　　所 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号
横濱ゲートタワー17階　当社セミナールーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■３  目的事項 報告事項 1. 第47期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

2. 第47期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）計算書
類報告の件

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役９名選任の件

　● 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま
す。

　● 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホー
ムページに掲載させていただきます。

当社ホームページ（https://www.cij.co.jp/）

記

以　上

● 本招集ご通知添付書類のうち以下の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ホームページに掲載し
ておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。
1. 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
2. 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

● 本招集ご通知添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした
連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類
及び計算書類の一部です。

3
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により議決権を行使いただ
きますようお願い申し上げます。

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

インターネットで議決権を
行使する方法

株主総会に
ご出席する方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の
賛否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

６頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

当日ご出席の際は、お手数ながら、
同封の議決権行使書用紙を会場受付
へご提出ください。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2022年９月14日（水曜日）
午後５時40分到着分まで

2022年９月14日（水曜日）
午後５時40分入力完了分まで

2022年９月15日（木曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。

4
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議決権行使のご案内

https://p.sokai.jp/4826/

当社では、スマートフォン等で招集ご通知の主要なコン
テンツの閲覧や議決権行使がより簡単に行えるサービス
を導入しております。
下記のURLまたはQRコードによりアクセスいただきご
覧ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　

1 招集ご通知がいつでもどこでも閲覧可能
スマートフォン等から招集ご通知にアクセスいただけ
ます。

2
インターネットによる議決権行使が身近に
インターネット議決権行使サイトに直接アクセスで
き、インターネットによる議決権行使がより身近にな
ります。

3
マルチデバイスに対応
株主様のウェブ閲覧環境に応じ、
スマートフォン、タブレット、
パソコンからご覧いただけます。

　

招集ご通知の主要なコンテンツが、
スマートフォン・パソコンでご覧いただけます。

5
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録してください。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力し「ログイン」をクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※  ウェブサイトの保守・点検のための
取扱休止時間：午前２時〜午前５時

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

【機関投資家のみなさまへ】当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家
向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

6
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株主総会ライブ配信のご案内

株主総会ライブ配信のご案内
株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、以下のとおりイン
ターネットによるライブ配信を行います。

配信
日時

2022年９月15日（木曜日）午前10時より
当日の配信ページは、開始時間30分前の午前９時30分頃に開設予定です。

視聴
方法

下記URLまたは右記QRコードよりアクセスし、ログインID（株主番号）、パ
スワード（郵便番号）を半角数字で入力、サイト規約をご確認のうえ「サイト
規約に同意する」にチェックを入れてログインして下さい。
（議決権行使書を投函する前に必ず「株主番号」をお手元にお控えください）

URL
　

https://v.sokai.jp/4826/2022/cij/
ID
　

議決権行使書用紙または配当金関連書類等に記載されている「株主番号」（８桁の半角数字）

パスワード
　

議決権行使書記載のご登録住所の「郵便番号」（６月末時点）（数字７桁、ハイフン無）
　 株主番号

（８桁の数字）

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

郵便番号
（７桁の数字）

（イメージ）
　
ライブ配信ご視聴にあたっての注意事項
　●株主総会当日、インターネットによるライブ配信においては、議決権行使を行うことはできません。書面（郵送）またはインター
ネット等により、事前に議決権行使をお済ませください。また、ライブ配信においては、ご質問や動議はできませんので、あらか
じめご了承ください。
　●ライブ配信をご覧いただけるのは株主様本人のみに限定させていただきます。代理人等によるご視聴はご遠慮いただきますようお
願い申し上げます。
　● ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
　●ご使用のパソコン、スマートフォン、タブレット等の環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度
等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
　●ライブ配信の撮影、録画、録音、保存、SNSなどでの投稿等はご遠慮ください。
　●ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主様のご負担となります。

ライブ配信の視聴方法等に関するお問い合わせ先 株主番号がご不明な場合のお問い合わせ先
株式会社プロネクサス
電話：0120－970－835（通話料無料）
受付時間：2022年９月15日（木曜日）株主総会当日

午前９時から株主総会終了時刻まで

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話：0120－232－711（通話料無料）
受付時間：平日午前９時から午後５時まで

7
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定款一部変更の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示すべき事項に
係わる情報を、法務省令に定めるところに
したがい、インターネットを利用する方法
で開示することができる。

（削　　除）

１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更
するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられ
たことから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、
変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除す
るものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

8
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案
（電子提供措置等）

（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について電
子提供措置をとる。

②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求を
した株主に対して交付する書面に記載する
ことを要しないものとする。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 2022年９月１日から６ヶ月以内の日を株主
総会の日とする株主総会については、定款
第15条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示）は、なお効力を有する。

②本条の規定は、2022年９月１日から６ヶ月
を経過した日または前項の株主総会の日か
ら３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。

9
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取締役選任議案

第２号議案 取締役９名選任の件

候補者
番号 氏　名 現在の当社における地位及び担当

取締役会への
出席状況

（2022年度）

1 再 任
　

さかもと

坂元　
あきひこ

昭彦 代表取締役社長・社長執行役員 100％
（17回/17回）

2 再 任
　

た か み さ わ

高見沢　
ま さ み

正己
取締役
高度技術長

100％
（17回/17回）

3 再 任
　

いばらき

茨木　
のぶやす

暢靖
取締役・常務執行役員
ADM本部長 兼 事業推進本部長
兼 情報システム部長

100％
（17回/17回）

4 再 任
　

く ぼ

久保　
しげなり

重成
取締役・上席執行役員
営業統括本部長

100％
（17回/17回）

5 再 任
　

さくらい

櫻井　
ひろかず

宏和
取締役・執行役員
金融ビジネス事業部長

100％
（13回/13回）

6 再 任
　

かわかみ

川上　
あつし

淳 取締役（非常勤） 100％
（17回/17回）

7 再 任
　

お お や

大谷　
まこと

真 社 外
　

独 立
　

社外取締役 100％
（17回/17回）

8 再 任
　

かわしま

川島　
ゆ う じ

祐治 社 外
　

独 立
　

社外取締役 92.3％
（12回/13回）

9 新 任
　 と う だ

任田　
のぶゆき

信行 社 外
　

独 立
　

ー ー

再 任 再任取締役候補者 新 任  新任取締役候補者 社 外  社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

　取締役全員（９名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますため、取締役９名の選任をお願いいた
したいと存じます。
　取締役の候補者は次のとおりであります。

10
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取締役選任議案

候補者番号

1 さ か

坂
 

 
も と

元
 

　
あ き

昭
 

 
ひ こ

彦（1964年２月１日生）
再 任

所有する当社株式の数………………… 68,282株
　

    1988年    5 月 当社入社
    2006年    7 月 当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス

営業部長
    2007年    4 月 当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス

営業部長兼中部支社長
    2008年    7 月 当社経営企画部長
    2010年    7 月 当社執行役員経営企画部長
    2011年    7 月 当社執行役員ＳＩビジネス事業部長兼開発

支援ソリューション部長
    2011年    9 月 当社取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部

長兼開発支援ソリューション部長
    2014年    7 月 当社取締役・上席執行役員ＳＩビジネス事

業部長兼開発支援ソリューション部長

    2015年    7 月 当社取締役・上席執行役員ＳＩビジネス事
業部長

    2016年    7 月 当社取締役・常務執行役員営業本部長
    2017年    7 月 当社取締役・常務執行役員営業本部長兼営

業三部長
    2017年    8 月 株式会社カスタネット代表取締役社長（現

在に至る）
    2018年    7 月 当社取締役・常務執行役員営業本部長
    2018年    9 月 当社代表取締役社長・社長執行役員営業本

部長
    2019年    7 月 当社代表取締役社長・社長執行役員（現在

に至る）

取締役候補者とした理由
　坂元昭彦氏は、長年にわたり当社の事業部門、営業部門及び経営企画部門の要職を経て、当社の代表取締役社長を４年間
務めており、当社事業及び経営管理全般における豊富な業務経験と高い見識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの経営全般を統括し、持続的な成長に向けた変革を牽引す
るとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］

11



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2022/08/18 9:34:09 / 22864668_株式会社ＣＩＪ_招集通知

取締役選任議案

候補者番号

２ た か

高
み

見
さ わ

沢
 

　
ま さ

正
み

己（1956年４月16日生）
再 任

所有する当社株式の数 ……………… 160,199株
　

    1979年    4 月 当社入社
    1998年    7 月 当社東京支社長
    2001年    7 月 当社モバイル技術事業部長
    2002年    7 月 当社高度技術長
    2004年    9 月 当社取締役・高度技術長
    2006年    7 月 当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情

報企画室長
    2007年    7 月 当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情

報企画部長
    2008年    3 月 当社取締役・執行役員高度技術長兼経営企

画部長
    2008年    7 月 当社取締役・上席執行役員経営企画・法務

部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼
法務＆監査室長

    2010年    7 月 当社取締役・上席執行役員経営企画・法務
部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼
ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査室長

    2012年    7 月 当社取締役・上席執行役員経営企画統括兼
技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部
長兼ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査
室長

    2014年    7 月 当社取締役・上席執行役員高度技術長兼経
営企画部長兼法務・監査室長

    2018年    7 月 当社取締役・上席執行役員高度技術長兼Ａ
ＤＭ本部長兼法務・監査室長

    2018年    9 月 当社取締役・常務執行役員高度技術長兼Ａ
ＤＭ本部長兼法務・監査室長

    2020年    7 月 当社取締役・常務執行役員高度技術長兼Ａ
ＤＭ本部長

    2021年    7 月 当社取締役・高度技術長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
　高見沢正己氏は、長年にわたり高度技術長として当社の技術分野における統括を務めたほか、経営企画部門、法務部門及
び事業推進部門等の管理部門の要職を務めており、当社事業及び経営管理全般における豊富な業務経験と高い見識、ソフト
ウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの持続的成長の基盤となる戦略的R&D及びコーポレートガ
バナンス強化等を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

３ い ば ら

茨
 

 
き

木
 

　
の ぶ

暢
 

 
や す

靖（1960年２月４日生）
再 任

所有する当社株式の数………………… 41,036株
　

    1987年    4 月 当社入社
    2006年    7 月 当社ＳＩビジネス事業部長兼ソリューショ

ン技術開発部長
    2007年    7 月 当社執行役員ＳＩビジネス事業部長兼ソリ

ューション技術開発部長兼通信・組込ビジ
ネス事業部長

    2008年    7 月 当社執行役員ＳＩビジネス事業部長兼通
信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシ
ステム開発部長

    2009年    9 月 当社取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部
長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベ
ッドシステム開発部長

    2010年    7 月 当社取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部
長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリュ
ーション推進部長兼エンベッドシステム開
発部長

    2011年    7 月 当社取締役ＡＤＭ本部情報システム部長
    2011年    9 月 当社ＡＤＭ本部情報システム部長
    2012年    7 月 当社事業推進本部情報システム部長
    2014年    7 月 当社執行役員事業推進本部長兼情報システ

ム部長
    2016年    7 月 当社上席執行役員事業推進本部長兼情報シ

ステム部長
    2017年    9 月 当社取締役・上席執行役員事業推進本部長

兼情報システム部長
    2021年    7 月 当社取締役・常務執行役員ＡＤＭ本部長兼

事業推進本部長兼情報システム部長（現在
に至る）

取締役候補者とした理由
　茨木暢靖氏は、長年にわたり当社の事業部門の要職を務めたほか、管理部門である事業推進部門において要職を務めてお
り、当社グループ事業における豊富な業務経験と高い見識と事業推進分野における高度な専門知識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けたビジネスモデル変革や事業の効率化
を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

４ く

久
 

 
ぼ

保
 

　
し げ

重
 

 
な り

成（1964年５月８日生）
再 任

所有する当社株式の数………………… 14,460株
　

    1989年    4 月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入
社

    2010年    7 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データリージ
ョナルビジネス事業本部e-コミュニティ事
業部第二システム統括部長

    2013年    7 月 同社第一公共事業本部第二公共事業部
第二システム統括部長

    2016年    10月 当社ワイドビジネス事業部副事業部長
    2017年    2 月 当社ワイドビジネス事業部副事業部長兼西

部支社長兼九州支社長

    2017年    4 月 当社執行役員ワイドビジネス事業部副事業
部長兼西部支社長兼九州支社長

    2017年    7 月 当社執行役員ワイドビジネス事業本部副本
部長兼ワイドビジネス事業部長

    2018年    7 月 当社執行役員ワイドビジネス事業部長
    2019年    9 月 当社取締役・執行役員ワイドビジネス事業

部長
    2020年    7 月 当社取締役・上席執行役員プライムビジネ

ス事業部長
    2021年    7 月 当社取締役・上席執行役員営業統括本部長

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
　久保重成氏は、当社と同業界の企業における事業部門の要職を経て当社の事業部門の要職を務めており、当社事業におけ
る豊富な業務経験と高い見識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた新規事業の開拓や事業の効率化を推
進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

５ さ く ら

櫻 
い

井
 

　
ひ ろ

宏 
か ず

和（1965年１月28日生）
再 任

所有する当社株式の数 ………………… 4,340株
　

    1987年    4 月 株式会社日立製作所入社
    2004年    4 月 同社金融システム事業部全国金融システム

本部第三部担当部長
    2006年    4 月 同社金融システム事業部全国金融システム

本部第三部部長
    2006年    5 月 ハイ・ブレーン株式会社社外取締役
    2009年    10月 株式会社日立製作所金融システム事業部

NEXTCAPソリューション本部金融ソリュ
ーション開発センタ長

    2011年    10月 同社金融システム事業部全国金融システム
本部担当本部長

    2012年    11月 株式会社バンク・コンピュータ・サービス
社外取締役

    2014年    4 月 株式会社日立製作所金融システム事業部全
国金融システム本部本部長

    2020年    1 月 当社執行役員金融ビジネス事業部副事業部
長

    2020年    7 月 当社執行役員金融ビジネス事業部長
    2020年    9 月 日本ファイナンシャル・エンジニアリング　

株式会社取締役副社長（現在に至る）
    2021年    9 月 当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部

長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
　櫻井宏和氏は、当社と同業界における事業部門の要職を経て当社の事業部門の要職を務めており、当社事業における豊富
な業務経験と高い見識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた新規事業の開拓や事業の効率化を推
進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

6 か わ

川
 

 
か み

上
 

　
あ つ し

淳（1970年９月12日生）
再 任

所有する当社株式の数………………… 17,148株
　

    2000年    3 月 当社入社
    2011年    7 月 当社ＳＩビジネス事業部金融ソリューショ

ン部長
    2015年    7 月 当社ＳＩビジネス事業部副事業部長兼金融

ソリューション部長
    2016年    7 月 当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四

金融ソリューション部長
    2017年    7 月 当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五

金融ソリューション部長

    2018年    7 月 当社執行役員金融ビジネス事業部長
    2018年    9 月 当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部

長
    2019年    7 月 当社取締役・常務執行役員営業本部長兼金

融ビジネス事業部長
    2020年    7 月 当社取締役・常務執行役員営業本部長
    2020年    9 月 当社非常勤取締役（現在に至る）
    2020年    9 月 株式会社CIJネクスト代表取締役社長

（現在に至る）

取締役候補者とした理由
　川上淳氏は、当社の事業部門の要職を務めたほか、全社の営業統括である営業部門の要職を務め、当社事業における経験
と実績及び高い見識を有しております。
　同氏は、2020年９月４日付で連結子会社である株式会社CIJネクストの代表取締役社長に就任しております。当社は、同
氏が、同氏の持つ豊富な経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた各社の連携強化によるグループシナジ
ーの増大をより一層推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

7 お お

大
 

 
や

谷
 

　
ま こ と

真（1948年６月５日生）
再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数 ………………… 6,000株
　

    1972年    4 月 株式会社日立製作所入社
    1996年    8 月 同社ソフトウェア事業部設計部長
    1999年    8 月 同社システム事業部統括部長
    2003年    4 月 北海道大学大学院情報科学研究科教授
    2005年    10月 湘南工科大学工学部情報工学科教授

    2010年    4 月 同大学メディア情報センター長及び図書館
長

    2012年    9 月 当社社外取締役（現在に至る）
    2013年    4 月 湘南工科大学大学院工学研究科長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
　大谷真氏は、情報工学科の大学教授を務められた経験から、当社事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野にお
ける高度な専門知識を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、
独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の
高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員長
として当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で主導していただく予定です。
　なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって10年であります。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

８ か わ

川
 

 
し ま

島
 

　
ゆ う

祐
 

 
じ

治（1956年３月４日生）
再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数 ……………………… 0株
　

    1979年    4 月 日本電信電話公社入社
    1994年    4 月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社公

共システム事業本部担当部長
    2007年    6 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役

員・第二公共システム事業本部長
    2012年    6 月 同社常務執行役員・リージョナルビジネス

事業本部長
    2013年    6 月 株式会社NTTデータアイ代表取締役副社長

執行役員
    2014年    6 月 同社代表取締役社長

    2017年    6 月 株式会社NTTデータ経営研究所代表取締役
社長

    2020年    6 月 NTTデータカスタマサービス株式会社常勤
監査役

    2021年    6 月 株式会社システムコーディネイト取締役副
社長

    2021年    6 月 TDCソフト株式会社社外取締役
    2021年    9 月 当社社外取締役（現在に至る）
    2022年    ４月 株式会社システムコーディネイト取締役社

長（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
　川島祐治氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と
実績を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、
独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の
高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員と
して当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
　なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって１年であります。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
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取締役選任議案

候補者番号

9 と う

任 
だ

田
 

　
の ぶ

信
 

 
ゆ き

行（1957年７月７日生）
新 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数 ……………………… 0株
　

    1980年    4 月 株式会社日立製作所入社
    2000年    6 月 同社公共システムグループ公共システム事

業部自治体システム統括センタ長
    2006年    4 月 同社情報・通信グループ公共システム事業

部全国公共システム本部長
    2010年    4 月 同社情報・通信システム社公共システム事

業部長
    2010年    4 月 日立解決方案（中国）有限公司董事長

    2013年    4 月 株式会社日立ソリューションズ執行役員社
会・公共システム事業本部公共システム事
業部長

    2015年    4 月 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式
会社代表取締役取締役社長

    2018年    4 月 株式会社日立社会情報サービス代表取締役
取締役社長

    2020年    4 月 株式会社日立社会情報サービス上席エグゼ
クティブアドバイザ

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
　任田信行氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と
実績を有しております。
　当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、
独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の
高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員と
して当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

［略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況］

（注） １. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、大谷真氏、川島祐治氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両

氏の再任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員として指定する予定であります。また、任田信行氏の選任が承認された場
合、同氏を独立役員として指定する予定であります。

４. 当社は、当社定款に基づき、大谷真氏、川島祐治氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当社は、両氏の再任が承認された場合には本契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は
法令が定める額としております。また、任田信行氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であ
ります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険
者がその職務の執行に責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害について、当
該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。また、次回更新時においても、同内容での更新を予定しております。
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ご参考

氏名 当社における地位 独立役員

能力及び経験

企業経営 IT開発・
R&D

営業・
マーケティ
ング

人事・
労務・
人材開発

経営管理
(ESG含む) 財務会計

法務・
リスクマネ
ジメント

グローバル
経験

坂元　昭彦 代表取締役社長
社長執行役員 ● ● ● ● ● ● ●

高見沢　正己 取締役 ● ● ● ● ● ●

茨木　暢靖 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● ●

久保　重成 取締役
上席執行役員 ● ● ● ●

櫻井　宏和 取締役
執行役員 ● ● ●

川上　淳 取締役(非常勤) ● ● ● ● ● ● ●

大谷　真 取締役 ● ● ● ● ●

川島　祐治 取締役 ● ● ● ● ● ●

任田　信行 取締役 ● ● ● ● ● ●

(ご参考) 第２号議案をご承認いただいた場合の取締役会体制
　当社の取締役が有している能力・経験は次のとおりであります。

（注） 上記一覧表は、取締役の有するすべての知見を表すものではありません。
以　上
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事業の経過及び成果、資金調達の状況、設備投資の状況

（添付書類）事業報告（2021年７月１日から2022年６月30日まで）

1  企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2021年７月１日～2022年６月30日）におけるわが国経済は、感染対策に万全を期し、経
済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されております。
ただし、世界的に金融引締めが進む中での金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、供給面での制約等による下
振れリスクに十分留意する必要があります。
　当社グループの事業環境につきましては、顧客のソフトウェア関連の設備投資は緩やかに増加しており、新型
コロナウイルス感染症や世界情勢が事業に及ぼす影響について注視しつつ、中期経営計画に基づき今後の成長に
向けた積極的な投資を行ってまいります。
　当社グループは、2022年６月期から2024年６月期の３ヵ年にわたる第６次中期経営計画「Acceleration of 
growth to 50th～（通称：アクセル50）」を掲げ、最終年度である2024年６月期に売上高230億円、営業利
益17億円を達成すべく、核である大手顧客向けシステム開発事業を継続しつつ、プライム事業、製品・サービ
ス事業の拡大を目指しております。
　「アクセル50」の達成に向け、以下の５項目を新たな経営方針として策定し、活動を行っております。

①事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦
②特化型SEの育成推進
③サステナビリティ活動の強化
④Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献
⑤プライムビジネスの更なる拡大

　当連結会計年度における活動・成果は以下のとおりであります。
①事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦

・クラウドプラットフォームやクラウドサービス、デジタルツインコンピューティング等の技術教育と習得
の強化を行い、対応案件数が増加いたしました。

・ペイメント業務やカーシェア業務、物流業務等に関連した案件に参画しつつ、業務ノウハウの習得に着手
いたしました。

・お客様のDX実現を支える技術に対応するため、「アジャイルプロフェッショナル人材の育成、供給」を
目的とした取り組みを推進いたしました。

②特化型SEの育成推進
・益々増加しているクラウドサービスを使用した案件の更なる獲得を目指し、当該知識や技術を必要とする

部門の社員を対象として、特別カリキュラムにて社内教育を実施しました。その結果、目標としていたク
ラウドサービス関連資格を取得することができました。

・当社グループ全体としてマネジメントを強化するため、リーダ候補の社員に向けたマネジメント関連研修
への参加を推進いたしました。また、技術や業務知識習得に向けた外部研修への参加も積極的に推進いた
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事業の経過及び成果、資金調達の状況、設備投資の状況

しました。
・プロジェクトマネージャのスペシャリストを育成するための教育施策として、PMメンタリング研修を開

始いたしました。
③サステナビリティ活動の強化

・当社グループ全体のサステナビリティ活動を推進するため、2021年11月より新たにサステナビリティ委
員会を設置し、「当社企業理念に従って、社会と会社の持続的な成長と豊かな未来社会の創造を実現して
まいります」を主な内容としたサステナビリティ基本方針を定めました。今後については、具体的な活動
計画の策定や目標設定、実行状況のモニタリング等を実施してまいります。

・女性をはじめとする多様な人材の活躍を推進するため、2021年12月より新たに女性活躍推進室を設置い
たしました。

・気候変動関連リスク及び機会に関する分析を含め対応策の検討を開始いたしました。
④Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献

・2021年７月より新たに営業統括本部を発足し、主要なお客様との更なる信頼強化に努めました。新たに
優良ベンダー認定をいただく等、これまで以上にパートナーシップ強化を図ることができました。

・お客様が実施するDXに関するワークショップに積極的に参加し、DXを推進する上で必要となる技術や価
値観についてディスカッションを行う等、お客様と共にDXの創出に向けた取り組みを推進いたしまし
た。

・主要なお客様におけるアカウントプランの作成と拡充を行い、プランに基づきPDCAを回して営業活動の
活性化を推進いたしました。

⑤プライムビジネスの更なる拡大
・プライムビジネス拡大に向け、2021年７月より新たにプライムサービス営業本部を発足いたしました。
・ホテル・旅館向け売掛金管理システム「ホテル売掛マイスター」において、ウィズコロナ・アフターコロ

ナを見据え、「今こそおトクに売掛業務効率化！応援キャンペーン」を開始いたしました。この結果、新
規案件を４件（４法人６施設）獲得いたしました。

・新たに大手機械メーカーとの取引を開始いたしました。
・自律移動型サービスロボット「AYUDA」や感染症対策支援AIロボット「AYUDA-MíraMe」の各所での

導入を進めております。今後は導入先からのニーズもふまえ、製品開発に反映してまいります。

　これらの活動のほか、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策として、在宅勤務の継続や会議システムの
構築、ワクチン休暇制度の継続等、各種対策を実施しております。なお、今後も政府及び関係自治体からの要請
も加味し、必要な対応を実施してまいる所存です。

　当連結会計年度の連結業績におきましては、公共分野や製造業分野の受注が堅調に推移したこと及び株式会社
ａ－ＬＩＮＫの連結子会社化に伴う売上増等により、売上高は214億67百万円（前期比10億74百万円増　
5.3％増）となりました。
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当期の業績

売上高 214.6億円 ( 前期比
5.3％増 ) 営業利益 15.7億円 ( 前期比

13.2％増 )
経常利益 15.9億円 ( 前期比

14.5％増 ) 親会社株主に帰属
する当期純利益 9.7億円 ( 前期比

5.4％増 )

　利益につきましては、売上高の増収及び高収益案件の獲得、コスト削減等により、営業利益は15億70百万円
（前期比１億83百万円増　13.2％増）、経常利益は15億98百万円（前期比２億１百万円増　14.5％増）とな
り、親会社株主に帰属する当期純利益は９億71百万円（前期比49百万円増　5.4％増）となりました。

　当社グループの単一セグメントであります「システム開発及びシステム開発に関連するサービス(システム開
発等)」の売上品目別の業績概況は、次のとおりであります。

①システム開発
　公共分野や製造業分野の受注が堅調に推移したこと、株式会社ａ－ＬＩＮＫの連結子会社化に伴う売上
増、及び従来「システム／パッケージ・インテグレーション・サービス」で計上していた一部案件の売上高
を本品目に変更したこと等により、増収となりました。
　この結果、本売上品目の売上高は184億85百万円（前期比3.8％増）となりました。

②コンサルテーション及び調査研究
　情報・通信業における研究開発案件等の受注が堅調に推移し、増収となりました。
　この結果、本売上品目の売上高は10億31百万円（前期比18.0％増）となりました。

③システム／パッケージ・インテグレーション・サービス
　従来本品目で計上していた一部案件の売上高を「システム開発」に変更したこと等により、減収となりま
した。
　この結果、本売上品目の売上高は６億87百万円（前期比22.7％減）となりました。

④その他
　運用案件を新たに獲得できたこと等に伴い、増収となりました。
　この結果、本売上品目の売上高は12億62百万円（前期比53.6％増）となりました。

(2) 資金調達の状況
　該当事項はありません。

(3) 設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は４億３百万円で、その主なものは、当社の本社移転に伴う建物附属
設備等の取得及び自社利用ソフトウェアへの設備投資であります。
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財産及び損益の状況

区　　　　分
第44期

2018.７.１～
2019.６.30

第45期
2019.７.１～
2020.６.30

第46期
2020.７.１～
2021.６.30

第47期
2021.７.１～
2022.６.30

（当連結会計年度）
売 上 高 (百万円) 19,604 20,685 20,392 21,467
営 業 利 益 (百万円) 1,770 1,557 1,386 1,570
経 常 利 益 (百万円) 1,802 1,534 1,396 1,598
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 1,199 1,051 921 971

１株当たり当期純利益 (円) 60.07 52.71 46.43 49.16
総 資 産 (百万円) 14,556 15,518 16,251 16,680
純 資 産 (百万円) 11,754 12,708 13,104 13,740

19,604

第44期
（2019年6月期）

20,685

第45期
（2020年6月期）

20,392

第46期
（2021年6月期）

第46期
（2021年6月期）

21,467

第47期
（2022年6月期）

（単位：百万円）売上高

第44期
（2019年6月期）

1,770

第45期
（2020年6月期）

1,557

第46期
（2021年6月期）

1,386

第47期
（2022年6月期）

1,570

（単位：百万円）営業利益

第44期
（2019年6月期）

1,802

第45期
（2020年6月期）

1,534

第46期
（2021年6月期）

1,396

第47期
（2022年6月期）

1,598

（単位：百万円）経常利益

第44期
（2019年6月期）

1,199

第45期
（2020年6月期）

1,051

第46期
（2021年6月期）

921

第47期
（2022年6月期）

971

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

第44期
（2019年6月期）

14,556

11,754

第45期
（2020年6月期）

15,518

12,708

第46期
（2021年6月期）

16,251

13,104

第47期
（2022年6月期）

16,680

13,740

（単位：百万円）総資産／純資産
■総資産　■純資産

第44期
（2019年6月期）

60.07

第45期
（2020年6月期）

52.71

第46期
（2021年6月期）

46.43

第47期
（2022年6月期）

49.16

（単位：円）1株当たり当期純利益

(4) 財産及び損益の状況

（注）1. 当社は、2022年４月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。第44期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

2. １株当たり当期純利益を除き、百万円未満を切り捨てて表示しております。
3. １株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。
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中期経営計画の状況

2022年６月期（当連結会計年度） 2023年６月期 2024年６月期
計画 実績 計画 計画

売 上 高 210億円 214.6億円 220億円 230億円
営業利益 12億円 15.7億円 14億円 17億円
営業利益率 5.7％ 7.3％ 6.4％ 7.4％

2022年６月期
（当連結会計年度） 2023年６月期 2024年６月期

実績 計画(見直し前) 計画(見直し後) 計画
売 上 高 214.6億円 220億円 220億円 230億円
営 業 利 益 15.7億円 14億円 15億円 17億円
営業利益率 7.3％ 6.4％ 6.8％ 7.4％

(5) 中期経営計画の状況
　【第６次中期経営計画の概要】
　当社グループは、2022年６月期（当連結会計年度）から2024年６月期までの３ヵ年にわたる第６次中
期経営計画において、2022年６月期（当連結会計年度）を基準に毎年10億円ずつ増収し、最終年度である
2024年６月期に売上高230億円、営業利益17億円を達成する目標としております。

　【第６次中期経営計画の進捗】
　第６次中期経営計画の進捗は以下のとおりです。
　初年度にあたる2022年６月期（当連結会計年度）におきましては、売上高は公共分野や製造業分野の受
注が堅調に推移したことにより計画を達成いたしました。また営業利益におきましても、売上高の計画達成
に加え、高収益案件の獲得及びコスト削減を行うことができたことにより、計画を達成いたしました。

（第６次中期経営計画：計画と進捗状況）

　【次年度（2023年６月期）の計画について】
　次年度（2023年６月期）の計画におきましては、売上高は中期経営計画のとおり220億円、営業利益は
事業効率の向上を図ることにより、中期経営計画から１億円増の15億円を目標といたします。
　なお、2022年６月期（当連結会計年度）の実績に比べ減益となる計画ですが、これは2022年６月期
（当連結会計年度）に受注した高収益案件が一過性の案件であり、2023年６月期では収束するためです。

（第６次中期経営計画：2023年６月期の計画見直し）

　当社グループは第６次中期経営計画の達成に向けて、より一層の努力を続けてまいります。
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(6) 対処すべき課題
　当社グループは第６次中期経営計画の策定に伴い、事業環境や顧客ニーズ、企業価値等のあらゆる変化に対応
していくため、対処すべき課題（経営方針）を以下のとおり再定義いたしました。新たに策定した5つの経営方
針に沿って、課題解決に向けた戦略・施策を積極的に実施してまいります。

① 事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦
② 特化型SEの育成推進
③ サステナビリティ活動の強化
④ Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献
⑤ プライムビジネスの更なる拡大

　各課題の内容及び対応策は、以下のとおりであります。

課題１：事業環境の変化に適応し、新領域へ挑戦
　変化を先取りし、変化に柔軟かつ迅速に対応します。また、社会に必要なシステムを見極め、新しい”コト”へ
のチャレンジを推進します。
　IT業界を取り巻く事業環境は日々変化を続けており、常に新しい技術や仕組みが生み出されています。近年で
は、DXやクラウドサービス等の需要が増え、専門知識を求められる機会が増加してまいりました。また、国内
外の社会情勢や景気の変動等が事業活動にもたらす影響は大きく、企業は状況に応じて適切な対策を講じていく
ことが求められています。
　当社グループにおきましては、さまざまな事業環境の変化に適応すべく、これまで構築してきた事業基盤の強
化に加え、DXで必要となる技術であるAI・IoT、クラウドソリューションやロボティクスといった新たな領域へ
の挑戦と深耕を推進してまいります。社会が必要とする技術や仕組みを見極め、当社グループが今後さらに成長
するための新たな核とできるよう、積極的にチャレンジしてまいります。

課題２：特化型SEの育成推進
　IT技術やマネジメント、業務知識等、特化したスペシャリストの育成を推進します。それぞれのスペシャリス
トを組み合わせ、お客様のニーズへの対応能力を強化します。
　IT業界におきましては、個々の技術者の技術力、プロジェクトマネジメント能力、業種業界に特化した経験値
が力量となり、またプロジェクトの成否を左右する大きな要素であるため、優秀な人材の育成が重要でありま
す。特にソリューションサービスやコンサルティングサービスの提供にあたっては、より良いサービスを提供す
るために、お客様の業務に関する知識が必要不可欠となります。
　当社グループにおきましては、これらの能力に特化したスペシャリストの育成を推進するため、社員の能力に
合わせたキャリアアップを推進し、個々のスキルアップを図ります。また、教育体制の強化に加え人材開発面へ
の投資も行なってまいります。
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課題３：サステナビリティ活動の強化
　より一層サステナビリティを意識し、SDGsが掲げる目標と企業活動をリンクさせ、積極的に取組んでまいり
ます。
　世界規模でサステナビリティ活動に対する社会の関心は年々高まっており、SDGsが目指す「持続可能で平和
な世界」の実現に向けて、社会全体での取組みが求められています。
　当社グループは、社員やお客様等、当社を取り巻くすべてのステークホルダーにより事業活動が成立すると考
えております。また、長期的な視点で社会の持続可能性に配慮した、サステナビリティ経営を目指しこれまでも
さまざまな取組みを続けてまいりました。
　このような状況の中、当社グループは今後もより一層、社会の持続可能性に配慮した企業活動を推進する所存
です。事業活動として多種多様な領域へ情報技術を提供することにより人々の利便性向上を実現し、また、健康
経営やダイバーシティ、CSR等の取組みを強化することで当社に関わるすべてのステークホルダーのサステナビ
リティに貢献し、企業価値の向上を図ってまいります。

課題４：Trust relationship強化で、お客様の事業拡大への貢献
　お客様のミッションに寄り添い信頼関係を強化し、ソリューション、コンサルティングの上位レイヤーから運
用保守のレイヤーまで幅広く対応することで、お客様のビジネス変化に追随します。
　当社グループは、情報システムを提供することでお客様から信頼をいただき、長く取引を継続していただくこ
とをビジネスの基本としております。今後もこの関係性を維持強化したうえで、お客様の事業拡大により一層貢
献できるパートナーを目指してまいります。また、システム開発のみならず、ソリューションやコンサルティン
グ等の上位レイヤーから運用保守のレイヤーまで、幅広くワンストップでサービス提供することで、お客様との
信頼関係をより一層強化してまいります。さらに、お客様のビジネスの変化にも対応し、技術変革や事業シフト
にも追随できるよう、取組みの強化を図ります。

課題５：プライムビジネスの更なる拡大
　主たる事業であるシステム開発において、プライムでの事業展開を推進します。また、既存の製品・サービス
とシステム開発を融合し、強みを活かした事業領域の拡大を目指します。さらに、新たな製品・サービス、ソリ
ューションの開拓を行い、事業領域の拡大を推進します。
　当社グループは、プライム案件の受注拡大を推進し、取組んでまいりました。その結果、製品・サービス、ソ
リューションの事業領域拡大を達成することができ、その中でもマイグレーション技術は当社グループを代表す
る技術のひとつに成長いたしました。
　今後も更なるプライムビジネスの拡大を図るため、新たな製品・サービス、ソリューションに投資してまいり
ます。特に自社製品の開発においては、技術者の育成や研究開発強化に注力し、当該事業の拡大を図ることで企
業価値の更なる向上を目指します。
　また、既存の自社製品については、展示会への出展や販促等のPR活動を強化し拡販を図るほか、業務提携先と
の連携による海外マーケットへの進出をより一層推進してまいります。
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その他：新型コロナウイルス感染症への対応
　新型コロナウイルス感染症拡大の長期化において以下の取組みを継続してまいります。
・在宅勤務促進及び在宅勤務時の作業効率向上のための施策実施
・抗原検査キットの活用による感染症拡大の防止
・新型コロナワクチンの職域接種推進
・事業従事者の健康管理チェック
　当社グループにおいては社員及び関係するステークホルダーの健康や安全を最優先としつつ、情勢の変化に迅
速に対応し、事業への影響を抑えることに努めるとともに、各種施策に積極的に取組んでまいります。

(7) 主要な事業内容（2022年６月30日現在）
　当社グループが行っている事業である「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発
等）」の売上品目は以下のとおりであります。

① システム開発
② コンサルテーション及び調査研究
③ システム／パッケージ・インテグレーション・サービス
④ その他

名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
本社 神奈川県横浜市
北海道支社 北海道札幌市
東京事業所 東京都中央区
中部事業所 愛知県名古屋市
関西事業所 大阪府大阪市
京都オフィス 京都府京都市
九州支社 福岡県福岡市
福岡オフィス 福岡県福岡市

(8) 主要な事業所（2022年６月30日現在）
① 当社

（注）2022年７月１日付けで京都オフィスを関西事業所に統合し、福岡オフィスを九州支社に統合いたしました。
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名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
株式会社ＣＩＪネクスト 東京都品川区
株式会社カスタネット 福岡県福岡市
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 東京都中央区
株式会社ａ－ＬＩＮＫ 神奈川県横浜市

② 子会社

会　　　社　　　名 資本金の額 出資比率 主な事業内容
株式会社ＣＩＪネクスト 350百万円 100.0％ システム開発
株式会社カスタネット 100百万円 100.0％ システム開発
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 30百万円 100.0％ システム開発
株式会社ａ－ＬＩＮＫ 3百万円 100.0％ システム開発

(9) 重要な子会社の状況

（注）1. ビジネスソフトサービス株式会社については、2021年７月１日付けで当社が吸収合併したため、重要な子会社から除外いた
しました。

2. 当社は2021年７月１日付けで株式会社ａ－ＬＩＮＫの株式を取得したことにより、同社は当社の100.0％子会社となりまし
た。

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
1,602名 55名増 38.3歳 12.9年

(10) 企業集団の従業員の状況（2022年６月30日現在）

（注）従業員数には、役員、嘱託職員、臨時従業員は含みません。

借　　　　入　　　　先 借　入　金　残　高
株式会社みずほ銀行 80百万円
株式会社三井住友銀行 70百万円
株式会社神奈川銀行 60百万円

(11) 主要な借入先の状況（2022年６月30日現在）

（注）借入金残高は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会社の状況に関する事項

2  会社の状況に関する事項

国内法人
17.62％

個人・その他
51.82％

当社（自己株式）
11.20％

外国法人等
3.48％
金融・証券
15.88％

所有者別の株式保有比率

① 発行可能株式総数 63,360,000株
② 発行済株式の総数 22,266,096株
（自己株式2,493,188株を含む。）

③ 単元株式数 100株
④ 株主数 14,834名

(1) 株式に関する事項（2022年６月30日現在）

⑤ 大株主（上位10名）
株　　　　主　　　　名 持　株　数 持株比率

株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,009,000 10.16
光通信株式会社 1,470,600 7.43
株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２ 1,321,020 6.68
ＣＩＪ社員持株会 838,469 4.24
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 570,240 2.88
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 461,400 2.33
株式会社エスアイエル 450,720 2.27
大鹿正彦 395,102 1.99
東洋証券株式会社 391,564 1.98
中野正三 361,584 1.82

（注）1. 当社は自己株式2,493,188株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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3  会社役員に関する事項

地　　　　位 氏　　　　名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 坂 元 昭 彦 株式会社カスタネット代表取締役社長

取 締 役 高見沢　正　己 高度技術長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 茨 木 暢 靖

事業推進本部長
兼 ADM本部長
兼 情報システム部長

取 締 役
上 席 執 行 役 員 久 保 重 成 営業統括本部長

取 締 役
執 行 役 員 櫻 井 宏 和

金融ビジネス事業部長
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社
取締役副社長

取 締 役 ( 非 常 勤 ) 川 上 　 淳 株式会社CIJネクスト代表取締役社長

取 締 役 大 谷 　 真

取 締 役 阿 江 　 勉

取 締 役 川 島 祐 治 株式会社システムコーディネイト取締役社長

常 勤 監 査 役 嶋 立 直 路

監 査 役 田 邊 仁 一

監 査 役 松 尾 俊 博

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2022年６月30日現在）

（注）1. 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び川島祐治氏は社外取締役であります。
2. 常勤監査役嶋立直路氏、監査役田邊仁一氏及び松尾俊博氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び川島祐治氏、常勤監査役嶋立直路氏、監査役田邊仁一氏及び松尾俊博氏を株式会社

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 取締役大西重之氏、最上義彦氏は2021年9月16日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたし

ました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除
く。）及び監査役との間に、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けてお
ります。当社は、当該定款規定に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で責任限定契約を締結しておりま
す。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者
とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負
担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、１年毎
に契約更新しております。なお、次回更新時においても、同内容での更新を予定しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2020年３月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決
議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容に関して独立社外取締役を過半
数とする指名・報酬委員会（委員長は独立社外取締役）へ諮問し、答申を受けております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、指名・報酬委員会による客観的な視点からの
答申を踏まえて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定しており、取締役会はその内容が決定方針
に沿うものであると判断しております。

② 取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針の内容
当社取締役の役員報酬体系は、固定報酬（基本）、年次インセンティブ（業績連動報酬等）及び中長期イン
センティブ（非金銭報酬等）から構成されております。
・固定報酬（基本）は、役位ごとの役割の大きさと責任範囲に応じた基本報酬額とし、同業、同規模企業の

支給額を踏まえ適切な水準としております。
・年次インセンティブ（業績連動報酬等）は、前年度の売上、利益などの達成度に基づき、一定の計算式を

用いて算出しております。売上、利益などを用いる理由は、売上、利益などの増加が中長期的な株主資本
の増加につながり、企業の持続的発展として株主の意向に沿うものと認識するためであります。

・中長期インセンティブ（非金銭報酬等）は、中長期的な企業価値の向上の観点から在任時支給と退任時支
給から成っています。在任時支給としては、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに充てる
原資とする金銭報酬としております。退任時支給としては、譲渡制限付株式（RS）を付与することとして
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区　分 報 酬 等 の 総 額
（ 百 万 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額（ 百 万 円 ） 支 給 人 数
（ 名 ）固 定 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

108
（14)

82
（14)

14
（－)

10
（－)

11
（４)

監査役
（うち社外監査役）

16
（16)

16
（16)

－
（－)

－
（－)

３
（３)

合計
（うち社外役員）

124
（31)

99
（31)

14
（－)

10
（－)

14
（７)

おります。
なお、社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給しま
す。

③ 監査役の報酬方針
監査役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で各監査役間の協議により決定しております。その職責
が取締役執行の監査であることから、業績連動の報酬は支給しないこととしております。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

（注）1. 1999年９月17日開催の第24回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額１億８千万円以内、監査役の報酬限度額
は年額３千万円以内と決議いただいております。なお、第24回定時株主総会終結時点での取締役の員数は６名、監査役の員
数は３名であります。また、金銭報酬とは別枠で、2021年９月16日開催の第46回定時株主総会において取締役（社外取締
役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠は、年間35千株以内と決議いただいております（なお、株式数の
上限は2022年４月１日付けで実施した普通株式１株につき1.2株の株式分割による調整後、年間42千株以内となっておりま
す）。第46回定時株主総会終結時点での取締役（社外取締役を除く）の員数は６名であります。

2. 当事業年度末現在の取締役は９名(うち社外取締役３名)、監査役は３名(うち社外監査役３名)であります。なお、上表には
2021年９月16日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名（うち社外取締役１名）を含んでおりま
す。

3. 取締役会は、代表取締役坂元昭彦に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏ま
えた評価による業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役
の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあ
たっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

4. 当事業年度における非金銭報酬等の内容は、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに充てる原資とする金銭報
酬であります。
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4  社外役員に関する事項

区　分 氏　名 兼　職　状　況
社外取締役 川 島 　 祐 治 株式会社システムコーディネイト取締役社長

区　分 氏　名
取締役会
出席回数

（出席率）

監査役会
出席回数

（出席率）

主な活動状況及び
社外取締役に期待される役割に関して

行った職務の概要

社外取締役 大 谷 　 真 17回/17回
（100%）

ー
（ ー ）

当社の業務執行者から独立した立場
で議案の審議や経営判断に必要な発
言及び提言を行っており、透明性の
高い経営の実現に寄与するための適
切な役割を果たしております。

社外取締役 阿 江 　 勉 17回/17回
（100%）

ー
（ ー ）

当社の業務執行者から独立した立場
で議案の審議や経営判断に必要な発
言及び提言を行っており、透明性の
高い経営の実現に寄与するための適
切な役割を果たしております。

社外取締役 川 島 　 祐 治 12回/13回
（92.3%）

ー
（ ー ）

当社の業務執行者から独立した立場
で議案の審議や経営判断に必要な発
言及び提言を行っており、透明性の
高い経営の実現に寄与するための適
切な役割を果たしております。

社外監査役 嶋 立 　 直 路 17回/17回
（100%）

13回/13回
（100%）

当社の業務執行者から独立した立場
で、必要に応じて、法令及び定款遵
守に係る見地から発言を行っており
ます。

社外監査役 田 邊 　 仁 一 17回/17回
（100%）

13回/13回
（100%）

当社の業務執行者から独立した立場
で、必要に応じて、法令及び定款遵
守に係る見地から発言を行っており
ます。

社外監査役 松 尾 　 俊 博 17回/17回
（100%）

13回/13回
（100%）

当社の業務執行者から独立した立場
で、必要に応じて、法令及び定款遵
守に係る見地から発言を行っており
ます。

(1) 社外役員の重要な兼職先等の状況

（注） 兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況
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5  会計監査人に関する事項

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 30百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円

(1) 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

2. 当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監
査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につ
き、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりませ
ん。

(4) 会計監査人との責任限定契約の概要
　当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と会計監査人との間に、会社法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。当社は、当該定款規定に基づ
き、会計監査人との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令
が定める額としております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会社法第340条に基づき、監査役会による会計監査人の解任を行うほか、会計監査人の適格性、
独立性を害する事由等の発生により、適切な監査の遂行が困難であると認められる場合、会計監査人の解任
または不再任に関する議案の内容を監査役会が決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。
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6  会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社の取締役会決議によって制定しております内部統制システムの基本方針に定める、業務の適正を確保する
ための体制及び方針は以下のとおりであります。

内部統制システムの基本方針

　当社は「情報技術で人と社会にやさしい未来を創造します」を企業理念とし、下記の経営理念に基づいて企
業活動を行う。
① 情報技術でお客様の発展に貢献します
② 世界に認められる技術や魅力ある製品の開発を目指します
③ 環境の変化を先取りし、進化し成長します
④ 社員の能力発現や自己実現への挑戦を支援します
⑤ 効率的で透明性の高い経営に努めます

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び
定款に適合することを確保するため、企業倫理・企業の社会的責任について示した「CIJグループ行動
憲章」及び「CIJグループ行動規範」、その他社内規程を定め、当社グループの取締役及び使用人はそ
の内容を遵守する。

ロ. 代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理等の内部統制
における課題の抽出、管理を行う機関として位置付ける。また、内部統制委員会の活動状況は定期的に
取締役会に報告する。

ハ. 取締役の任期は１年とし経営環境の変化に対応できるようにするとともに、取締役会は社外取締役を含
む取締役から構成し、取締役会の公正性と透明性を確保する。なお、取締役の職務執行状況の報告と監
督を行うため、取締役会は毎月１回以上開催する。

ニ. 業務執行部門から独立した当社の内部監査部門は、当社グループ全体の内部監査を実施し、その結果を
代表取締役社長に報告する。

ホ. 「内部通報制度運用規程」等の社内規程に基づき、法令や企業倫理に反する行為等について会社内部に
おける通報先または会社外部に通報した者に対し、当該通報をしたことを理由として不利な取扱いを行
わないこととする。

ヘ. 当社グループの取締役及び使用人は、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度
で対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 「文書管理規程」等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）を適切
に保存、管理する。
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ロ. 「情報セキュリティ基本方針」及び情報セキュリティマネジメントシステムに関する社内規程に基づ
き、情報を安全かつ適切に管理・利用するための体制を整備する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を統括責任者として、当社グループに重大な影響を及ぼ
すリスク全般の管理及びリスク発生時の対応を迅速かつ的確に行える体制を整備する。

ロ. 「事業継続計画書」に基づき、自然災害等の不測の事態においても事業の継続を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 「取締役会規程」等の社内規程に基づき、決裁権限を明確にし、取締役の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保する。

ロ. 執行役員制度を導入し、取締役会決定事項以外の重要事項の決定と執行を行わせることで、経営の意思
決定・監督機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化、業務執行の迅速化を図る。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当社は当社子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に基づき当社子会社を管理する。当社
子会社の取締役は、その職務の執行に係る事項について当社に報告を行う。

ロ. 当社から当社子会社への取締役・監査役の派遣、毎月１回定期的に開催する子会社社長会での業務報
告・意見交換及び当社内部監査部門による定期的な監査によって、当社子会社の取締役の職務の執行が
効率的に行われることを確保する。

ハ. 法令を遵守し健全なグループ経営を行うため、当社子会社に対し当社と整合性をもった社内規程や各種
マネジメント体制の整備を要請し、指導する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該
使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ. 監査役がその職務を補助すべき使用人の必要性を認めた場合は、取締役と監査役がその設置について協
議し、その人事については取締役と監査役が協議決定する。

ロ. 監査役の職務を補助する使用人への監査業務に関する指揮命令権は監査役に属するものとする。

⑦ 当社及び当社子会社の取締役・使用人等が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ. 取締役及び使用人は取締役会、執行役員会及び予算会議等において定期的に監査役に対し重要な職務の
遂行状況を報告する。また、子会社の取締役及び使用人は子会社社長会等において定期的に監査役に対
し重要な職務の遂行状況等を報告する。
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会社の体制及び方針

ロ. 「内部通報制度運用規程」等の社内規程に基づき、当社グループの取締役及び使用人等から通報を受け
た通報先は、その内容について遅滞なく監査役に報告することとする。また、当社グループは通報者に
対し、当該通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役は代表取締役社長と定期的な意見交換の場を設け、適切な意思疎通を行う。また、監査役は内部
監査部門及び会計監査人等との連携を図り、監査役の監査が実効的に行われることを確保する。

ロ. 当社は監査役の職務の執行にあたり必要な費用について、監査役の請求等に従い処理を行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における主な運用状況は以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を４回開催し、活動状況を取締役会に報告いたしました。
・取締役の任期は定款に定めるとおり、１年としております。取締役会は社外取締役３名を含む９名の取締
役と３名の社外監査役で構成しております。取締役会による毎月１回の定例会議を12回、臨時会議を5回
開催し、社外役員を含む取締役及び監査役は高い出席率のもと、付議事項について活発な審議を尽くしま
した。

・業務執行部門から独立した内部監査部門により当社グループ全体の内部監査を実施し、その結果を代表取
締役社長に報告しております。

・「内部通報制度運用規程」により、従業員等が内部通報をした場合に不利益を被ることを防止する旨を明
確に規定しております。内部通報が発生した場合においても、「内部通報制度運用規程」等の社内規程に
基づき、代表取締役社長及び監査役へ迅速な報告を行い、綿密な調査及び事実確認を行っております。な
お、当事業年度においては法令や企業倫理に反する行為はありませんでした。

・反社会的勢力及び団体との関係排除のため、取引先とは、反社会的勢力排除に関する条項を含んだ契約を
締結しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・開催したすべての取締役会の資料及び議事録はセキュリティが確保された場所で適切に保管しておりま
す。

・情報セキュリティマネジメントシステムに基づくセキュリティ監査を実施し、情報（資料・議事録）を安
全かつ適切に管理していることを確認いたしました。
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会社の体制及び方針

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・新型コロナウイルス感染症への対策については、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、状況
把握及び感染防止に努めるとともに、業務継続に必要な各種対策を実施いたしました。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」、「決裁権限規程」、「規程取扱規程」により取締役会の決裁権限を明確にしておりま
す。取締役会において特に重要な議案は、事前に出席者に資料を配布し、検討の時間を十分に確保してお
ります。また、議案はすべて電子化することで、更に効率化を図っております。

・取締役会から業務執行の委任を受けた執行役員会による定例会議を12回、臨時会議を３回開催いたしま
した。

・取締役会機能の更なる向上のため、取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、取締役会全体の実効
性が確保されていることを確認いたしました。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「関係会社管理規程」に基づき、子会社取締役より職務の執行に係る事項について必要な報告を受け、子
会社の管理を適切に行っております。

・各子会社には当社より取締役・監査役の派遣を行っており、子会社各社の状況を把握し、問題が発生した
際は適切に対処するよう体制を構築しております。また、毎月1回定期的に開催する子会社社長会で業務
報告及び意見交換を行い、当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確認しており
ます。

・当社の取締役会または執行役員会にて、各種規程やマネジメント体制の変更が決議された場合は、子会社
へ速やかに通達し、親会社にあわせた変更を行うよう指導しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該
使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役よりその職務を補助すべき使用人の配置の要請はありません。
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会社の体制及び方針

⑦ 当社及び当社子会社の取締役・使用人等が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・監査役は取締役会、執行役員会、予算会議及び子会社社長会に出席し、当社及び当社子会社の取締役・使
用人等から、重要な職務の遂行状況を聴取し、確認しております。

・当社は、通報を理由に不利な取扱いを受けないことを定めた内部通報等に関する社内規程を整備し、子会
社を含む取締役、使用人等に周知しております。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は代表取締役社長と定期的な会合を３回、内部監査部門との定期的な会合を４回、会計監査人との
定期的な会合（レビュー、その他報告を含む）を７回開催いたしました。これにより、それぞれ適切な意
思疎通を行うことで監査役の監査が実効的に行われることを確保しております。

・監査役の職務の執行に必要な費用について、監査役の請求に従い速やかに処理いたしました。

(3) 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社におきましては、経営権の異動の決定権は株主にあるという基本的な考え方のもと、企業価値及び株主共
同の利益を向上させることこそが、最も合理的な敵対的買収防衛策につながるものと認識しており、現時点にお
いては特別な防衛策は導入しておりません。
　今後も企業価値及び株主共同の利益の向上に注力してまいる所存ですが、同時に、株主から負託された当然の
責務として、企業価値及び株主共同の利益に資さない買収者が現れることを想定し、当社の株式取引や異動の状
況を常に注視し、かつ社会情勢等の変化に十分注意しながら、継続的に敵対的買収防衛策の必要性も含めた検討
を進めてまいります。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当維持を基本としながら、業績
と財務状況等を総合的に勘案し、剰余金の配当等による利益還元を目指しております。
　2022年６月期（当連結会計年度）の期末配当金につきましては、１株あたり25円とさせていただきました。
また、2023年６月期（次連結会計年度）の期末配当金につきましては、１株あたり25円を予想しております。
　内部留保資金につきましては、将来の成長分野への設備投資や経営基盤強化及び事業拡大に伴う資金需要に活
用するとともに、キャッシュ・フロー重視の経営を推進し、経営基盤の一層の強化を通して株主の皆様のご期待
にお応えするために、適切な割合を確保させていただく所存であります。
　なお、当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当等を行うことがで
きる旨を定款に定めており、取締役会の決議によって剰余金の配当を決定しております。
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連結貸借対照表

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額
(資産の部)
流動資産
現金預金
売掛金
契約資産
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウエア
のれん
その他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

12,331,136
6,450,841
3,104,220
419,835
2,112,923

1,656
6,636
6,342

228,679
4,348,866
679,922
371,132
80,330
223,459
5,000

935,451
462,355
451,976
21,120

2,733,492
1,664,609
228,570
841,106
△794　

(負債の部)
流動負債 2,869,075
買掛金 756,505
短期借入金 280,015
未払金 476,325
未払法人税等 263,163
契約負債 93,310
賞与引当金 440,958
その他 558,796

固定負債 70,057
退職給付に係る負債 42,822
その他 27,234
負債合計 2,939,133

(純資産の部)
株主資本 13,692,778
資本金 2,270,228
資本剰余金 2,486,241
利益剰余金 10,136,358
自己株式 △1,200,049

その他の包括利益累計額 48,091
その他有価証券評価差額金 42,516
為替換算調整勘定 5,574
純資産合計 13,740,869

資産合計 16,680,002 負債及び純資産合計 16,680,002

連結計算書類

連結貸借対照表（2022年６月30日現在）
（単位：千円）

（注）上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

科　　　　　　目 金　　　　　　額
売上高 21,467,114
売上原価 17,070,489
売上総利益 4,396,625
販売費及び一般管理費 2,826,359
営業利益 1,570,266
営業外収益
受取利息・配当金 30,023
受取家賃 11,559
受取保険金 7,501
その他 8,780 57,864
営業外費用
支払利息 1,669
為替差損 9,074
長期前払費用償却 16,393
その他 2,848 29,986
経常利益 1,598,144
特別利益
投資有価証券売却益 17,228 17,228
特別損失
減損損失 24,248
事務所移転費用 180,205 204,454
税金等調整前当期純利益 1,410,918
法人税、住民税及び事業税 443,927
法人税等調整額 △4,294 439,633
当期純利益 971,285
親会社株主に帰属する当期純利益 971,285

連結損益計算書（自　2021年７月１日　至　2022年６月30日）
（単位：千円）

（注）上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額
(資産の部)
流動資産
現金預金
売掛金
契約資産
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
その他

固定資産
有形固定資産
建物
工具、器具及び備品
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
差入保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

　

7,106,033
2,653,515
1,894,354
317,464
2,100,473

1,254
936
6,251
9,047

112,166
10,570

7,602,452
382,057
310,196
66,861
5,000

442,626
430,808
11,817

6,777,768
1,365,931
4,667,614
375,268
134,073
235,675
△794　

(負債の部)
流動負債 1,886,678
買掛金 468,962
短期借入金 280,000
未払金 265,425
未払法人税等 128,987
未払消費税等 94,746
預り金 195,378
契約負債 82,738
賞与引当金 289,333
その他 81,105

固定負債 15,603
長期未払金 15,603
負債合計 1,902,282

(純資産の部)
株主資本 12,756,765
資本金 2,270,228
資本剰余金 2,300,165
資本準備金 2,277,617
その他資本剰余金 22,548
利益剰余金 9,386,421
利益準備金 48,330
その他利益剰余金 9,338,091
別途積立金 3,751,000
繰越利益剰余金 5,587,091

自己株式 △1,200,049
評価・換算差額等 49,438
その他有価証券評価差額金 49,438
純資産合計 12,806,203

資産合計 14,708,485 負債及び純資産合計 14,708,485

計算書類

貸借対照表（2022年６月30日現在）
（単位：千円）

（注）上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

科　　　　　　目 金　　　　　　額
売上高 12,995,243
売上原価 10,170,767
売上総利益 2,824,475
販売費及び一般管理費 1,843,421
営業利益 981,054
営業外収益
受取利息・配当金 243,913
その他 4,412 248,326
営業外費用
支払利息 1,390
長期前払費用償却 10,477
その他 2,016 13,884
経常利益 1,215,495
特別利益
抱合せ株式消滅差益 68,227 68,227
特別損失
事務所移転費用 180,205 180,205
税引前当期純利益 1,103,517
法人税、住民税及び事業税 217,993
法人税等調整額 △3,159 214,834
当期純利益 888,683

損益計算書（自　2021年７月１日　至　2022年６月30日）
（単位：千円）

（注）上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 坂 　 真 子

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 富 永 　 淳 浩

独立監査人の監査報告書
2022年８月10日

株式会社  Ｃ  Ｉ  Ｊ
取  締  役  会　御中

有限責任  あずさ監査法人
　横浜事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＣＩＪの2021年７月１日から2022年６月30日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社ＣＩＪ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 坂 　 真 子

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 富 永 　 淳 浩

独立監査人の監査報告書
2022年８月10日

株式会社  Ｃ  Ｉ  Ｊ
取  締  役  会　御中

有限責任  あずさ監査法人
　横浜事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＣＩＪの2021年７月１日から2022年６月30日ま
での第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

常 勤 監 査 役 嶋 立 直 路 ㊞
監 査 役 田 邊 仁 一 ㊞
監 査 役 松 尾 俊 博 ㊞

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年7月1日から2022年6月30日までの第47期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年８月12日

株式会社ＣＩＪ　監査役会

（注）常勤監査役嶋立直路、監査役田邊仁一及び松尾俊博は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であり
ます。

監査役会の監査報告書　謄本

以　上
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株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社株式への投資の魅力を高めることを目的として、
株主優待制度を設けております。

◦対象株主様
　毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載された100株以上かつ１年以上保有の株主様。

◦株主優待品
　ご保有の株式数及び保有年数に応じて、「当社オリジナルクオカード」を贈呈させていただきます。

保有株式数／保有年数 １年未満 １年以上
３年未満 ３年以上

100株以上～500株未満 なし 500円分 500円分
500株以上～1,000株未満 なし 1,000円分 1,000円分
1,000株以上～5,000株未満 なし 2,000円分 4,000円分
5,000株以上 なし 3,000円分 6,000円分

◦贈呈時期
　毎年２月末に発送、３月上旬にお届けしております。

当社の事業や業績をより多くの方にご理解いただけるよう、当社ホームページ内に投資家の皆様向けの
専用ページを開設しております。
是非ご利用ください。

URL：https://www.cij.co.jp/ir/

トップページ画面上段のメニューから「IR情報」をクリック

株主優待のご案内

投資家向けホームページのご案内

当社のホームページは、スマートフォンからもご参照いただけます。

当社オリジナルクオカード
（デザインは毎年異なります）



株主総会へご出席の株主様への「お土産」
及び株主総会当日の「製品展示」はござい
ません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

 
横浜駅東口より「Ｇ出口」を経由した場合、徒歩６分
みなとみらい線新高島駅「１番出口」より徒歩１分

株主総会会場ご案内図
会場 横濱ゲートタワー17階　当社セミナールーム

神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号　電話：（045）222－0555（代表）
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